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号

（
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議
）
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旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
専
ら
国
外
に
お
い
て
頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
情
を
知
っ
て
国
内
に
お
い
て
頒
布
す
る
目
的
を

も
っ
て
輸
入
す
る
行
為
等
を
、
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二
、
書
籍
又
は
雑
誌
の
貸
与
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
を
廃
止
し
、
書
籍
又
は
雑
誌
の
貸
与
に
よ
る
公
衆
へ
の
提
供
に
つ
い
て
貸

与
権
が
及
ぶ
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三
、
著
作
権
等
の
侵
害
に
つ
い
て
の
懲
役
刑
及
び
罰
金
刑
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
併
科
で
き
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

五
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。


